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地
方
独
立
行
政
法
人
佐
賀
県
立
病
院
好
生
館
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 
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佐
賀
県
規
則
第
五
号 

地
方
独
立
行
政
法
人
佐
賀
県
立
病
院
好
生
館
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び 

会
計
に
関
す
る
規
則 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
独
立
行
政
法
人
佐
賀
県
立
病
院
好
生
館
（
以

下
「
法
人
」
と
い
う
。
）
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。 

（
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
） 

第
二
条 

法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

法
人
の
定
款
に
規
定
す
る
業
務
に
関
す
る
事
項 

二 

業
務
を
委
託
す
る
場
合
の
基
準 

三 

競
争
入
札
そ
の
他
契
約
に
関
す
る
基
本
的
事
項 

四 

そ
の
他
法
人
の
業
務
の
執
行
に
関
し
必
要
な
事
項 

（
中
期
計
画
の
認
可
の
申
請
） 

第
三
条 

法
人
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
中
期
計
画
（
以
下

単
に
「
中
期
計
画
」
と
い
う
。
）
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
中
期
計
画
を
記
載

し
た
申
請
書
を
、
当
該
中
期
計
画
の
最
初
の
事
業
年
度
開
始
の
日
の
九
十
日
前
ま
で
に
（
法

人
の
成
立
後
最
初
の
事
業
年
度
の
属
す
る
中
期
計
画
に
あ
っ
て
は
、
法
人
の
成
立
後
遅
滞

な
く
）
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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２ 

法
人
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
中
期
計
画
の
変
更
の
認
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
変
更
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
中
期
計
画
に
定
め
る
そ
の
他
業
務
運
営
に
関
す
る
事
項
） 

第
四
条 

法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
七
号
の
規
則
で
定
め
る
業
務
運
営
に
関
す
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

施
設
及
び
設
備
に
関
す
る
事
項 

二 

職
員
の
人
事
に
関
す
る
事
項 

三 

地
方
債
の
償
還
に
関
す
る
事
項 

四 

法
第
四
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
の
財
源
に
充
て
る
こ
と
と
す
る
積
立
金
の

使
途
に
関
す
る
事
項 

五 

そ
の
他
法
人
の
業
務
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項 

（
年
度
計
画
の
記
載
事
項
等
） 

第
五
条 

法
第
二
十
七
条
第
一
項
前
段
の
年
度
計
画
（
以
下
単
に
「
年
度
計
画
」
と
い
う
。
）

に
は
、
中
期
計
画
に
定
め
た
事
項
に
関
し
、
そ
の
事
業
年
度
に
お
い
て
実
施
す
べ
き
事
項

を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

法
人
は
、
年
度
計
画
を
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
の
内
容
及
び
理
由
を
記
載
し
た

届
出
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
各
事
業
年
度
に
係
る
業
務
実
績
に
関
す
る
報
告
書
の
提
出
） 

第
六
条 

法
人
は
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
各
事
業
年
度
に
お
け
る
業
務
の

実
績
に
つ
い
て
地
方
独
立
行
政
法
人
佐
賀
県
立
病
院
好
生
館
評
価
委
員
会
（
以
下
「
評
価

委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
評
価
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
年
度
計
画
に
定
め
た
項
目
ご

と
に
そ
の
実
績
を
明
ら
か
に
し
た
報
告
書
を
当
該
事
業
年
度
の
終
了
後
三
月
以
内
に
評
価

委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
中
期
目
標
期
間
終
了
後
の
事
業
報
告
書
の
記
載
事
項
） 
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第
七
条 

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
事
業
報
告
書
に
は
、
中
期
目
標
に
定
め
た
項
目
ご
と
に

そ
の
実
績
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
中
期
目
標
期
間
に
係
る
業
務
実
績
に
関
す
る
報
告
書
の
提
出
） 

第
八
条 

法
人
は
、
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
各
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
業

務
の
実
績
に
つ
い
て
評
価
委
員
会
の
評
価
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
中
期
目
標

に
定
め
た
項
目
ご
と
に
そ
の
実
績
を
明
ら
か
に
し
た
報
告
書
を
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の

終
了
後
三
月
以
内
に
評
価
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
財
務
諸
表
） 

第
九
条 

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
会
計
基

準
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
会
計
基
準
注
解
（
平
成
十
六
年
総
務
省
告
示
第
二
百
二
十
一

号
）
第
二
章
に
定
め
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
及
び
行
政
サ
ー
ビ
ス
実
施
コ
ス
ト

計
算
書
と
す
る
。 

（
財
務
諸
表
等
の
閲
覧
期
間
） 

第
十
条 

法
第
三
十
四
条
第
四
項
の
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。 

（
積
立
金
の
処
分
に
係
る
承
認
の
手
続
） 

第
十
一
条 

法
人
は
、
法
第
四
十
条
第
四
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
、
次
の
中
期
目
標
の
期
間
の
最
初
の
事

業
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額 

二 

前
号
の
金
額
を
財
源
に
充
て
よ
う
と
す
る
業
務
の
内
容 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
中
期
目
標
の
期
間
の
最
後
の
事
業
年
度
の
事
業
年
度
末
の
貸
借

対
照
表
、
当
該
事
業
年
度
の
損
益
計
算
書
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
納
付
金
の
納
付
の
手
続
） 

第
十
二
条 

法
人
は
、
法
第
四
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
残
余
の
額
を
納
付
し
よ
う
と
す
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る
と
き
は
、
納
付
金
の
計
算
書
に
、
中
期
目
標
の
期
間
の
最
後
の
事
業
年
度
の
事
業
年
度

末
の
貸
借
対
照
表
、
当
該
事
業
年
度
の
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
当
該
納
付
金
の
計
算
の
基

礎
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
当
該
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十

日
ま
で
に
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
第
一
項
の
申

請
書
を
提
出
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
添
付
し
た
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
を
重
ね
て

提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

（
納
付
金
の
納
付
期
限
） 

第
十
三
条 

法
第
四
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
る
納
付
金
は
、
中
期
目
標
の
期
間

の
最
後
の
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
七
月
十
五
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

（
短
期
借
入
金
の
借
入
れ
等
の
認
可
の
申
請
） 

第
十
四
条 

法
人
は
、
法
第
四
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
認
可
又
は
同
条
第
二
項
た
だ
し

書
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

借
入
れ
又
は
借
換
え
を
必
要
と
す
る
理
由 

二 

借
入
金
の
額 

三 

借
入
先 

四 

借
入
金
の
利
率 

五 

借
入
金
の
償
還
の
方
法
及
び
期
限 

六 

利
息
の
支
払
の
方
法
及
び
期
限 

七 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

（
重
要
な
財
産
の
処
分
等
の
認
可
の
申
請
） 

第
十
五
条 

法
人
は
、
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
重
要
な
財
産
を
譲
渡
し
、
又
は
担
保
に
供
す
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る
こ
と
（
以
下
「
処
分
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
財
産
の
内
容
及
び
予
定
価
格
（
適
正
な

対
価
を
得
て
す
る
売
払
い
以
外
の
方
法
に
よ
る
処
分
等
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
適
正
な
見

積
価
額
） 

二 

処
分
等
の
条
件 

三 

処
分
等
の
方
法 

四 

処
分
等
に
よ
り
法
人
の
業
務
運
営
上
支
障
が
生
じ
な
い
旨
及
び
そ
の
理
由 

（
補
則
） 

第
十
六
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

知
事
が
別
に
定
め
る
。 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
法
人
の
成
立
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   


